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教養論の今 日的意義 と教養の概念

教養 と共通内容教育の あ り方、 その1

北 川 邦 一・

ContemporarySignificancetoargueonCulture

andtheConceptofGeneralEducation

KITAGAWAKunikazu

本稿 は、教養のあ り方ない し共通 内容教育 の新 しいあ り方 を追求する第一段

階 として、教養を論 ずる今 日的意義 と 「教養」の概念 について述べ る。

次号以後、続 けて、現行制度 下の一般教育及 び普通教育、並 びに新 しい教

養 ・共通内容教育のあ り方を論ず る予定 である。

は じめ に

「共通 内容教育」、「普通教育J、 「共通教育」

はじめに、「共通内容教育」 とい う語の意味内容及び この概念 の必 要性 に関 して述 べ、

併せて、「普通教育」、「共通教育」の語 に関 して触 れてお く。

本稿 において、「共通内容教育」 とは 「当該の国又 は社会で生活す るすべての人々が、

その公教育制度 の下で習得すべき文化内容及 び成熟発達 させ るべき人間性 について共通 の

教育」をい う。

関連 して、わが国の教育制度上、歴史的 に形成 されてきた概念 として 「普通教育」 とい

う語があ り、現行の憲法、教育基本法、学校教育法 にもこの語が用い られている。

この 「普通教育」に関 しては追 って詳論す るが、その際、普通教育 の共通性 は、教育 の

目的 ない し目標 についての共通 を意味 してお り、教育内容 にっいての共通 を意味 しないと

い う次に示す堀尾輝久氏の所論や これに連 なる諸説があ り、普通教育の共通性が何につい

ての 「共通」 なのかが問題 となる(注1)。

「憲法第二十六条
、教育基本法第四条の普通教育の規定によって国民に共通 に求

め られてい ることは……国民の育成 とい う共通の 目的 をもった教育 ということであ
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り、 したがって、共通 とは、以上 のような目標 において共通な教育 ということを第

一義 とする ものであ り
、 この ことは内容の共通性 と画一性 を意味 しない。」

(「……」で示す省略部分は両法の教育目的の大要の記述。)

普通教育 に関 して もう一つ述べると、人間の平等 とともに個人 の尊厳 ・個性の尊重 をも

理念 としている現行 「普通教育」制度 の下では、ある範囲 ・程度 で、「共通内容」の教育

のほか、小学校のクラブ活動や中学校 ・高等学校での普通教育の選択科 目などによる 「分

化 した内容」 の教育、さらには子 ども各個人 の個性 に応 じた 「個別の内容」の教育が行わ

れてよいであろう。「普通教育」の概念 を対象化 しつつ このような状況 を分 明に論ず るた

めに 「共通内容教育」の語が必要である。

また、関連 して、「共通教育」 とい う語が、概ね 「当該 の国又 はその国の社会で生活す

るすべての人々に共通 に行われ る教育」 と言 う意味で使われている。 このように概念規定

するな らば、 この語は制度上の 「普通教育」 を対象化 して論ずるとき一定程度有効である

ように見える。 しかし、 この概念 も何 について 「共通」 なのか、不分明 さを残 している。

教育内容のほか、教育 の目的、目標、場、方法 などについての 「共通」 もあ り得 る。そこ

で、教育内容、すなわち教育を通 じて習得させるべ き文化内容及び成熟発達 させ るべ き人

間性の内容が共通であることを明示するために、「共通内容教育」の語が必要である。

なお、本研究が 「教養 と共通 内容教育のあ り方」 を主題 とするのは、人格の全面的発達

に関わる教養の基礎的共通部分 を育成すべ き共通内容教育のあり方を追求するとい う意味

においてである。

(一)教 養論 ・共通内容教育論の今 日的意義

今 日のわが国においては、下記のような状況 ・理由によって、教養ないしは共通内容教

育のあり方を全般的基本的に明 らかにすることが教育学的課題 となっている。

(1)人 間 とは何か とい う根元的問いへの対応

近年の科学技術の発達が、従前 とは異なる質 と広が りを伴 って、私たちに 「人間 とは何

か」 とい う人間観的 ・哲学的問題 を投 げかけてきている。

生殖技術、出生前検診、遺伝子治療、臓器移植、生命維持装置等に関する科学技術の発

展やそれに伴 う精子バ ンク ・卵子バ ンク ・代理母、選別出産、臓器移植治療、脳死、安楽

死 ・尊厳死、ES細 胞操作 ・クロー ン人間の可能性、等の諸問題 は、人間は どこまで人 間

の出生 に関与すべきか、人間以外の生物の遺伝子や臓器の人間への取 り込みは どこまで認

め られるか、人間の死 とは何か、人間 らしい死 とはどうい うものか、人間 らしい生 き方 と
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は何かな どの諸問題 を私た ちに突 きつけている。情報化 ・「IT革 命」 はこの傾向 を指数

関数的 に加速 させ るであろう。 これ らの問題 は専門家に委せて済む問題 ではな く、各人 に

科学技術 の発展 を踏 まえて主体的 に応 じ得 るだけの知識 ・教養が求め られてい る。

(2)20世 紀が残 した全人類的課題への対応

核兵器 の廃絶 ・軍縮 ・世界平和 の実現、地球生態系環境 の保全、南北問題 の解消、貧富

の格差の是正 という21世 紀 に残 された全人類的課題 に立ち向か う政治経済学的な知識 と教

養が世界の人々、 とりわけ日本国民 に求 められている。

19世 紀 ・20世紀の科学技術の発展は、人類 に恩恵 とともに、核兵器 による人類絶滅の危

機 と開発 による地球生態系環境 の破滅的危機 をもた らした。資本主義、帝国主義 の下での

利潤追求 を優先 した科学技術の生産への適用 は、「南北問題」 と貧富の格差 の拡大 を生 じ

させた。多国籍巨大企業 と巨大国際金融資本の私益追求、それを支援す る米欧 日政府やI

MF、 世界銀行等の開発援助 と近年の情報化 ・「IT革 命」の進展 は、 これ らの問題点 の

克服 の展望 を示 していないだ けでな く、むしろ環境破壊 と貧富の格差 ・「南北問題」 は一一

層拡大す る恐れが大 きい。 これ らの世界人類的課題 に向か うには、世界の人々すべてに従

来 に増 して豊かな知識 と教養が求め られている。 とりわけアジアの一角にある経済大国 と

して従前の欧米中心の世界秩序のあ り方に対 して批判的貢献 をなすべ き日本 の役割が大 き

いだけに、 日本国民 に関 しては、なおさらである。

(3)わ が国の民主主義的発展のための教養の必要性

ところがわが国は、国家存亡 の危機 とも言 うべ き状況 にある。 この克服 に寄与す るよう

な教養 の育成が求 められている。

わが国で は約十年来、長期不況 ・失業 ・就職難等が持続 しているとともに、2000年 度当

初予算で645兆 円に上 る莫大な国公債 が累積 してお り、税制 ・社会保障制度 の今後 のあ り

方 に大 きな困難 を残 している。 また、エイズ薬害 ・住専 ・関西 国際空港 ・特別養護老人 ホ

ーム ・金融 ・不良債券処理等の諸問題 を巡 って高級官僚 の汚職 ・腐敗 ・政財界 との癒着の

体質 ・傾向が顕現 し、多数 の地方公共団体 における裏金づ くり ・不正経理題、等々が続発

した。近年では警察官僚の腐敗、考古学界 の問題点 も露呈 してい る。 これは直接 には、本

来、人々のため国のために尽 くすべ き政財官界 の指導層大部分の人間性 と見識の欠落 の問

題 であ り、エ リー トの教養の欠落 の問題である。 しか し、観点 を変 えれば、長期 にわたっ

て このような指導層の在 り方を統制 ・克服 し得ないで きた国民集団の民主主義 の水準の問

題で もある。 この ような問題 を克服 しうる主権者 としての教養 ・共通内容教育 のあ り方が
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問 われ てい る と言 えよ う。

(4)中 教審 「新 しい時代における教養教育の在 り方」審議への対抗

2000年5月 、中曽根弘文文部大臣は、中央教育審議会(中 教審)に 「新 しい時代におけ

る教養教育の在 り方について」諮問 した。 その諮問にお ける 「理由」では、①中教審が99

年答申で高等教育 に関 して示 した 「学問のすそ野 を広 げ、様々な角度か ら物事 を見 ること

がで きる能力や、 自主的 ・総合的に考 え、的確 に判断す る能力、豊かな人間性 を養い、自

分の知識や人生を社会 との関係で位置付けることのできる人材 を育てる」 という 「教養教

育の理念 ・目的」を踏 まえ、② それ を新 しい時代への変化 に応 じて、「人間 として身 に付

けるべき社会規範 なども含め」、初等 中等教育及 び生涯学習に も敷衛 し、③ これ までの教

育改革の検証結果 も踏 まえて 「何 を、いつ、 どのようにして教 え、 どの ように身につけさ

せ るのか」 をも含 む教養教育 の在 り方を検討すべきだ としている。

しか し、 この諮問が前提 とす る上記① の 「教養教育の理念 ・目的」、 とりわ けその 「人

材」育成目的は、教育的教育学的には当然 ながら批判検討の対象である。

また、上記② に関 して、新 しい時代の変化や課題 として諮問 「理 由」が述べ ているの

は、「産業,雇 用,科 学技術 な どあ らゆる分野で(の)急 速かつ激 しい変化」、「知識社会へ

の移行」、「地球環境 問題 や人 口 ・食料問題 など地球規模での取組を必要 とする課題」であ

る。本稿(2)で 上述 した地球環境問題 に言及 してはいるものの、貧富の格差問題や南北

問題 と相乗 的なこの問題 の深刻 さの認識 は伺 えず(注2)、 また本稿上述(1)及 び(3)の

観点 は捨象 されていて、現代の人類的国民的課題に応える教養の在 り方 を追究す る観点 と

しては不充分 と言わざるをえない。

上記③に関 して、諮問理 由では 「これ までの教育改革 を振 り返 り,検 証するとともに,

その結果 を踏 まえて」今後の教養教育 の在 り方について検討する必要がある」 としている

ので、その審議動向は慎重 に見極める必要がある。 とは言え、 これまで中教審が文部省主

導の 「教育改革」に果たしてきた経過 とその枠組みを大 き く変動 させ る状況変化のないこ

とか ら考 えれば、その教養教育答申は 「21世紀を展望 した我が国教育の在 り方について」

の同審議会 の1996年 、97年 の両答申が指 し示 した市場競争主義的な 「生 きる力」の育成 を

機軸 とする人材育成政策の一環 を成す ものと予測 され る。

そ もそ も、1984年 設置の臨時教育審議会によって始動 されて以降今 日に至 る政府 ・文部

省主導の 「教育改革」は、大学設置基準の大綱化、学習指導要領の改定、高校大学入試の

改革推進等を通 じて一般教養教育及 び小、中、高等学校 における共通内容教育 を施す枠組

みを緩和することによって これ らの教育 を事実上軽視 ・損壊 してきた。 そして、今やその

弊害が 「分数の計算ができない大学生」、「高校程度の生物学 を勉強 して きていない医 ・歯
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薬学部学生」な どとして端的に現れ、基礎学力 ・基本的教養の低下が社会的問題 となって

いるのである。

にもかかわ らず、例 えば、96年 の中教審答申は次のように述べてお り、基本的な教養な

い し学力 の低下 に対す る歯止 めをか けない まま、従来の 「自由」な選択 ・「自由」 な競争

を推進する政策 を採 ってきた。

「中学校 の段 階で は、生徒の能力 ・適性、興味 ・関心等 に対応 できるよう理科の

授業時数の選択幅 の拡大 を図ってい く必要がある」。「高等学校(の 理科教育)に つ

いては、生徒 の能力 ・適性、興味 ・関心等 の多様化 の実態 を踏 まえ、生徒の選択 を

で きるだけ生か し得 るような教育課程 の編成が望 まれる。 したがって、生徒が共通

に学ぶ ものは最小限にとどめる必要がある…中学校の理科 の基礎的な学習の上 に、

例 えば、科学が これ まで、 自然の謎の探究 ・解明にいか に挑戦 し、文明の発展 に寄

与 してきたか、 また、今 日、科学が人間の生活 にどの ようにかかわ り、 どの ような

課題に直面 しているかなどを学 ばせることが必要であろう。」(下 線 は引用者)

これは、生徒の低学力 ・理科嫌 いを含む多様化の実態に基づ く 「生徒の選択」を優先 さ

せ、理科 の共通教育内容 としては、下線部のような科学の知識 内容 その もの と言 うよりは

科学 に関す る周辺的な知識 に過 ぎない教育内容だけを例示 して、専 ら 「最小限に止 める」

ことを強調す るものである。そ して、実際、2002年 、2003年 か ら実施予定の中学校学習指

導要領、高等学校学習指導要領 は、上記 の方針 に沿 って改訂 された。 しか し、 このような

「科学的教養の育成」政策 ・「理科教育 の改善」政策 は、簡明に言えば、「多様 な観察 ・実

験 ・見学 ・体験の機会 を設 け、それによって伸び る才能 のある子が どんどん伸びることが

で きるように し、その中か ら理工系人材 を得ればよい。一般 の子 どもたちの 『科学的素養

の育成』は理工 系人材の育成 の裾野 を拡 げるための ものである」 と概括 しうる ものであ

る。

この ような例 を含 めて、96年 答申 ・97年答 申の示す総路線 によるこれ までの中教審教育

改革の全体像 は、結局、「規制緩和」、「競争政策」 を主軸 とす る経済 のグローバル化 に必

要 な人材育成 を目指す ものであ り、わが国の子 どもたち ・青年たちの未来 を委ね るべ き教

育改革 とは到底言い難い ものである(注3)。

それゆえ、今次中教審教養教育審議 は、人格形成の根源 に関わる 「教養」 にまで迫 って

96年 ・97年中教審答申の目ざす 「生 きる力」の育成 による人材教育の総仕上 げをね らうも

の と考 えて、充分 に批判的観点 をもってこれ に対応す る必要がある。

(5)共 通内容教育に否定的な民主的教育学諸説への批判

他方、文部省主導の教育改革に対抗して民主的教育の追求を標榜する教育研究者の一部
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が、90年 代 中頃か ら共通内容教育ないし共通教養の意義 を否定 し、既め又は軽視するよう

な教育学的諸説 を展開するようになっている。 このような諸説に対 して、そ もそも教養 と

は何かに遡って根元的に批判 してお く必要がある と考 えられる。

共通内容教育に否定的な所説の論者の最先鋒は、奥平康照氏である。

奥平氏 は、① 「共通教育内容 の中身 を替 えるのではな くて、共通教育 内容(の 強制)そ

の ものを廃止す るとすれば、そのあ とにどのような学習形態 と組織 が うまれ るのか」②

「対話 と協 同 ・共同 を基本 とす る新 しい教育 ・学習の形 と場が求 められている」 と述べ

て、「共通教育内容の廃止」を説いてい る。今少 し詳 しく言 えば、1)共 通内容教育の際

の 「強制」の有無、その水準や態様 に拘 わ りな く 「共通 内容 の教育 ・学習 その ものの廃

止」、2)共 通内容教育 を求 め実践する思想、実践、研究、運動 の廃止、及 び3)共 通文化

の教育 ・共通教養の形成 を含む共通教育の全面的廃止を説 いている(注4)。

次に、鈴木聡氏 は共通教養の育成の必要性 は認めるが共通内容教育の必要性 を否定する

趣 旨を説いている。すなわち、鈴木氏 は、① 「共通文化=教 養 は、 コミュニケーシ ョンの

営みに先だって用意 され るものではな(い)」 、② 「共通教 養の育成のす じ道 を ここ(=

「教育のディシプ リン化 に抗するアマチュア リズムの復権 の中」一 引用者注)に 求める

とき、それはもはや、内容 における共通性、一律性 を要請す るものではない。」などと述

べている(注5)。

さらに、関 口昌秀氏 は、共通内容教育の必要性 を全面否定 はしないが、中等教育におい

ては 「知識内容 の共通性」による共通教養育成の必要性 を否定する旨を唱 えている。すな

わ ち、関口氏 は中等教育 に関 して、① 「知識内容 の共通性」による共通教養 を否定 して

「判断力 としての教養」 を対置させ、② 「判断力形成のための教育 内容の共通性 は、おそ

らくイシュー(問 題)の 重大性に もとつ く共通性の強 さと広さに もとついてのみ、その正

当性が主張 される」 と述べ、③共通内容教育 を予め構成す ることは 「極 めて難 しい」、共

通教養のための 「教科編成上のテーマに関 して全国的な共通性が取 り出せ るか といえば、

それは原理上で きない」などと述べている(注6)。

以上 に関 して、奥平説に対 しては 「普遍的文化、社会公認の価値や、教養一般 の成立 ・

継承 ・発展 は否定で きない」 とい う批判等が、鈴木説 に対 しては 「『内容 にお ける共通性』

のない共通教養な どあ り得 ない」 とい う批判等が、関口説 に対 しては 「国際化情報化が進

行 し科学技術が発展 した今 日、中等学校生徒の直接的生活圏 を超 えた一定の普遍性 を有す

る体系的知識や概念 を全国的な共通教養教育内容 とすることは必要である」 という批判等

が、結局の ところ成立するであろう。

しか し、 そもそも教養 とは何なのか とい うところか ら説 き起 こすな らば、 これ らの所説

への批判は、いっそう根元的かつ有効 なものであ り得よう。
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(二二)「 教 養」の概念

本節では、西欧の伝統的教養 に始 ま りそれ を摂取 して概 ね大正期 に形成 されたわが国

「教養」概念 に関す る有力諸説 を整理 し、その成果 を踏襲 して今 日の教養論が踏 まえるべ

き基本的事項 を確認することを目指す。

(1)勝 田守一氏の所説

一 教養概念の思想史的吟味、文化の基本構造、教養の全面性と普遍性

「教養」について
、戦後 日本の教育学では、故 ・勝田守一氏がその著作 『能力 と発達 と

学習』(1964年)(注7)の 第4章 「能力の発達 と人間的価値 の実現」の全章で論 じてお り、

教養の概念 と当時における教養論 の課題の基本 を明 らか にしている。

勝 田氏 は、教養を研究す るに当たって、 まず、教育学 は 「人類や国民に慣行 として成立

す る教育 の思想の歴史 を含 まな くてはな らない」、「とくに 『豊かな内的条件の形成』 とい

う価値 に関わる問題 は思想史的吟味 を通 して、批判的な遺産の継承 と経験批判 を通 して解

決へ向かわなけれ ばな らない」 と述 べ、「教養」 とい う概 念 を歴史的に吟味す ることか ら

始めてい る(注8)。

勝 田氏が教養 に関 して述べた事柄 の要点 は、次の とお りである(注9)。

① 「文化の基本的な構造を自己に同化する ことを通 して、それ を支配す る能カ……、

その能力 を…… 『教養』 と名づ けてよい と考 える。」

② 「教養が、一般的あるいは普遍的 とい う形容詞 をともなうのは、それがその所有者

の内部で全面性 を開発する という意味であるが、同時にそれは、すべての人間に共

通の ものであるべ きもの とい う意味 をもっている。私たちが教養 をヒューマニス ト

的 として とらえるのは、それが 『人々を近づける』 あるいは 『結合する』普遍性 を

志向するか らである。」

③ 「全面性 と普遍性 をもつ ことが教養 の本質なのである。」

④教養の概念 は、ギ リシャ人が教育 を単な る生産的技術 の訓練や 日常道徳の しつけを

越 えた人間の形成 として自覚的に とらえ、人 間に求 められ る統一的な内的価値 をパ

イディア とよんだ ところに生 じた。

⑤ ヘ レニズム期 の 「全面的 な教養(enkykliospaideia)」 は、「将来 どんな職業 につ

こう と、それ にはかかわ りな く人間 として受 けなけれ ばな らない 『一般教養』であ

った。」

⑥ ルネッサ ンスにおいては、美的世界にお ける創造性 に基づいて人間が神 の完全 に近
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つ く無限の可能性が発見 され、「全面的な人間(uomouniversale)」 が教養の理想

とされた。

⑦"enkykliospaideia"に 語源 をもつ百科事典を編集 したフランスの啓蒙思想家(エ

ンサイクロペディス ト)は 、「人間的解放 を合理的知識の全面的学習」に求め、「完

結 した知識をすべての人間 に普及 し、その共通な所有にす ることによって、社会の

改革を期待」 した。

⑧ 「全面発達 は、知的諸能力の多面的な発達 とい うばか りでな く、同時 に人間的感

情、道徳性の発達、そして何 よりも身体的な発達の統一の思想なのである。」

なお、上記① における 「文化」 に関して、勝 田氏 は、次のように述べている。

⑨ 「一定の生産方法、生産 の関係、技術、知識の組織、芸術作品 と表現技術、道徳的

価値の組織、 もっと広 く豊かに、制度や慣習の組織 は、すべて文化 と呼ばれる。」

また、② における教養の普遍性、人間共通性については、勝田氏 は、第二次大戦後 のフ

ランスの教育改革案 を起草 した ランジュバ ンの見解(注10)に 拠 ってお り(注11)、 次の

ような語句 ・文章で表現 される教養の性質を意味 している。

「人間の全体 に関係する」「人間のさまざまな能力の問に均衡 を実現 しようとする」

「人間の心 を自分 自身以外のあらゆるものに、その専門の狭 い枠 を越 えたすべての

ものに、開かせ る」「空間的にも時間的 にも、個人 に他 の人 間 との連帯性 を感 じさ

せ る」「他の人々 との関係で人間 としての相互理解 ・協力 ・連帯 を可能 にす る」

「教養の普遍性」 とは、勝田氏及び彼が拠 り所 とするランジュバ ンの考えによれば、少

な くとも、共同的存在 としての人間の誰に も普遍的に求 められる人間各個人の性質、能力

等の全一的で内面的なあり方の ことと言 えよう。

① で勝 田氏 がい う 「文化 の基本構造」は、「文化」 を広義に考 え、現代 に引 きつけて う

ち立てるべ き基本構造を考 えると、その基本要因は個人の尊厳及び基本的人権の尊重、職

業的専門的分業の是認、国民主権主義 と国際平和主義の尊重 というような ものが考えられ

よう。 この問題及び全面発達に関 しては、後述す る。

(2)沼 田裕之氏の所説一 パイデイア、 日本的教養 と西欧的教養一 一

沼田裕之氏 の 「文化 と 『教養』 比較文化的考察」(注12)は 、今 日の日本 にお ける

教養の在 り方を見直す上でひ とつの広い視角を与 えると思われる。

バイデイア並 びに日本的教養 と西欧的教養 の対比 に重点 をおいて所説 の大略 を次 に示

す。

①パイデイア

「ヨーロッパにはルネサンスより以前 に、既 にギ リシャ時代、 ソフィス トが始め
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た 『パ イデイア(paideia)(教 養 人間を真 に人間た らしめ るもの ラテ ン語

はhumanitas)の 伝統が存在 した。 これ は、単なる子 どものた めの教育で はな く、

七 つの 自 由学 科 か らな る教育 で、『エ ン キ ュク リオ ス ・パ イ デ イアenkuklios

paideia』(教 育 ・学問の円環完全な教育 をつ くる学問の全体 の意味で 『百科事典』

(encyclopedia)の 語源、つ まり 『一般教育』)の 理想 とな り、 この伝統が とくに

ヘ レニズム期に栄 え、現代 まで続いているのである。注 目すべ きは、 この ヨーロッ

パで最初の高等教育が、単 に多 くの知識 を集めて教 え込 むだけの ものではな く、本

来、知的道徳的 自己統御のための教育だった点 である。 この教育の基本 は正確な文

法に基 づ く言葉の訓練 だが、い まだ印刷術が発達 していなか った この時代、他者 と

言葉 を通 して交わることが自分 を統御す ることにつなが り、 よき政治的人間にす る

道であると考 えられたのである。」(注13)

所説 によれば、教養の原基形態であるパイデイアは、(1>「学問の全体への知識 の教育」

というある種の 「全面発達」 をめざしなが ら、同時に、(ii)言葉 の訓練 を基本 として他者 と

交わ ることを通 して(lii)「知的道徳的 自己統御」 と(1V)「よき政治的人間」を形成す ることと

い う人間形成 の収赦的方向 も含んでいた ことが注 目され る。

②西欧的教養

「ヘ レニズム期のギ リシャ人は……アレキサ ン ドロス大王によって無限 に広がっ

た世界に生 きざるを得ない状況の下で、 自分達を結びつ ける原理 としてパ イディア

を身 につけようとしたのだった。ル ネサ ンスの人々 は神の前で自分達の力を自覚す

るに応 じて、神の似姿 として自分達 を調和的、全体的に神に次 ぐ全能 なる地上的存

在 として 『万能』た らん としたのだ し、18世 紀末か ら19世紀 はじめにかけて、 ドイ

ツ人たちは宗教 の力によらず、なん とか して地上の王国に人間の力で知識の殿堂 と

しての大学 を作 り、 フンボル トが掲げた理想 としての研究 と教養 を兼ね備 えた教養

人 を実現 させ ようとしたのである。」(注14)

③教養の概念

この後、沼田氏 は、教養の概念及 びに関わって次 のように述べている。

「(教養 は
、)そ れ を身 につ けた人 が社会 の中で好 ましい振 る舞 い、好 ましい感

情、趣味、判断力 を持 った人 として、少な くともその社会の良識 を備 え、尊敬 され

ているような人々か ら高 く評価 された、 というような意味 に解す るなら… ヨー ロッ

パ ならず とも、ある程度の文化の段 階に達 した人々は 『教養』 をもっていた…。 日

本 も例外で はない。」

④ 日本 的教養

沼田氏 は続 けて、「西欧的教養」に対比 される 「日本的教養」の例 として次の二 つを挙

げている(注15)。
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一・つは鈴木大拙氏が説 く 「仏教 に由来す る 『教養
』」である。

戦いのさなかに武田信玄や上杉謙信の ような武将 が示 した ような 「風流の感情」 を備 え

た、あるいは 「臨終 に際 して詩歌 をか く」 とい うような 「最 も激 しい興奮の状 に置かれる

ことが あって も、 そこか ら自己を引 き離す一瞬 の余裕 を見つ け」、「死」 のような 「一切の

注意力 を集 中させ る最 も厳粛な出来事」のさなか にあって も 「それを超越 して、客観的 に

見(る)」 という教養である。

もう一 っは、谷川徹三氏の説 く儒教に基づ く 「総合的な基礎的人間教養」である。

「人間に人間 らしい心持ちを もたせ人間 らしい行 いをさせ る
、 そ うい う人 間 をつ くる

道」 によるものであ り、「精神 というものは或程度 まで は形 か らはいって行 くことので き

るもので、茶や花の真 の精神 を理解 しないで も、形の訓練 を積 んでいるうちにおのずか ら

その精神 を体得するようになれ ます」 とい うような 「形の中 に静かに落ち着 こうとす る人

間」の形成、「形か ら入 る教養」である。

⑤概括 と展望

以上の ような西欧的教養 と日本的教養の対比の後、沼田氏 は次のように述べている。

「『形』 を重視 した教養の在 り方 の精神 を理解せず
、教育 の場 な どで も無視 して

きた」 ことが 「現代の日本文化が欧米 の もので もな く日本 のもので もない中途半端

な ものになって しまった」原因である。 「しか も、明治以来、短 い期間で西欧の科

学文明を受 け入れ るために 『専門家』が尊重 された、 というのは何 とも皮肉な事態

とい うしかない。 ヨーロッパのギ リシャ以来の伝統か らいえば、科学文明 を生み出

す広い教養 を身 につけた、独創的で、個性豊 か、調和的統一的 な個人たちだったの

であ り、 まさに 『専門』 を離れた普遍的知識 を身につ けた万能人 こそヨー ロッパ文

化を創 る精神 の体現者 だったか らである。」(注16)

「世界史の中で
、近代以降 ヨーロッパ文化が産 み出 した知の成果 を考 える とき…

日本の大学 は、遅 蒔 きなが ら…その 『人 間主義』を徹 底 的 に研究 す る必 要が あ

(る。)」「日本文化がた とえ欧米型 の 『人間主義』 に基づ く総合 的知 を求めず、そ

の ことを正 当化 する議論が見出され るにして も、 そういった議論の全体 を見る展望

の場 は大学 になければなちない」(注17)

(3)ブ リッツ・リンガーの説 く近代 ドイツ、イギ リスの教養概念

ブ リ ッツ ・リンガ ー(FritzRINGER)は 、 『知 の歴 史社 会 学 一 フラ ンス と ドイ ツ にお

け る教 養1890-1920』 に おい て19世 紀 後 半 か ら20世 紀 初 頭 にか け ての西 欧 的教 養 につ い て

詳 説 してい る。
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ワイマール期 ドイツの教養概念

その中で リンガーは、 ドイツ ・ワイマール期の ドイツの大学の人文 ・社会科学の教授た

ちによって実際 に使 われてお りかつ標準的な百科事典に載せ られていた下記(A)の 教養概

念 と、その概念 の特定の特徴 をいっそう完全に明瞭化 した もの としてジンメルの文章(B)

を示 している(注18)。

(A)ド イツ百科事典"DerGrosseByockhause"に おける教養の定義

「教養Bildungと はペスタロッチ以来 の教育学 の基礎概念で あ り
、文化的環境

による精神の形成を意味 している。教養 は以下の ものを要す る。(a)形 成 され、 ま

たは価値的 に浸透 された人格 に発展す ることになる、出発点 としての個性。(b)客

観的な文化価値の理解 と体験(VerstehlengundErleben)を 通 して到達 する普遍

性すなわち精神 と人格 の豊かさ。(c)全 体性すなわち性格 の内的統一性 と堅固さ。」

(B)ゲ オルグ ・ジンメルの文章(1911年)

L人 の人 間に とって可能 なすべての知識 ・熟練 ・洗練が
、単 に付加物 として作

用するにす ぎず、 この追加がいわば この人間の人格 にとって外的な、 それ も結局の

ところ外的であ りつづ ける価値領域か らや って くるにすぎないな らば、われわれは

この人間 に真の陶冶[Kurtiviertheit]を 認 める気にはならない。……陶冶が現 れ

るのは、[客 体化された文化価値 とい う]超 個人的 な ものか ら受 け取 られた内容が

いわば予定 された調和 によって、魂の もっとも固有の衝動 として、かつ魂の主観的

完成 として内的に予示 されているものだけを、魂 の中で発展 させるときに限 られ る

のである。」([]書 きは翻訳書。)

この二つを巡 る ドイツの教養に関する リンガー所説の要点は次の とお りである(注19)。

① これ ら二つの文章で は、陶冶の過程が、比類のない個性が与 えられたテクス トの有す

る客観的文化価値 によって浸透 されて統合 された全体性へ と転換 され る過程 として とらえ

られている。

② これ らの文章 には、「陶冶 された個人 は統合 された個人 であ りなが ら同時 に以前 の

『衝動』 とも調和 している」 という考 え方 「人格発展の 目的論的イメージ
」がある。

③百科事典の文章 にある 「理解〈フェアシュテーエン〉と体験〈エアレーベン〉」は、読者が

テクス トを生 みだ した著者の感情 を追体験 しテクス トを解釈する過程であるが、 この過程

には 「感情移入の原理」が働 き、 その際の 「標準的な典拠 は、 『それ らをわが もの とす る』

人々 を豊かに し高揚 させ るというカ リスマ的 ないし呪術 的な特質 をもっている。」(以 下、

〈 〉内の小文字 は翻訳書ではル ビ)

④二つの引用文 には、「教養〈ビル ドゥング〉は独 自の 『個性』の自己開発 であ り、特色あ

る潜在能力 の内側 か らの 『展開』」で あると捉 えらる 「自己陶冶の概念」が見 られ、それ

は 「『個性 の原理』 とも言 うべ きものを含意 している。」
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⑤ この個性概念 を信奉す るならば、変化、普遍 と特殊 、個人 と集団の関係 といった事柄

についての特定 の類似 した思考図式へ と導かれ る。1890年 以降の数十年の間に ドイツの大

学人が個人 と国家 との決定的関係 を論 じた ときに現れた 「創造的天才が彼の文化の平均的

代表者 よりもその独 自の体現者 である」 とみなす 「交響楽 のアナロジー」や、「ヴィルヘ

ルム ・ヴィンデルバン ドが1894年 に行 なった 『法則定立的』学問」 と 『個性記述的』学問

との区別」、「国家 と社会 は契約や功利主義的合理性 によって諸個人か ら創造 されるのでは

な く、民族精神や宗教理念 といった、 もっ とも重要で創造的な諸個人か ら発する超個人的

な精神力か ら創造 され る。…[同 様 に人類 は]根 本的に平等な人間が合理的に組織 された

人類 とい う全体において究極的に結合 した ものではな く、相争 う国民精神 の充溢である。

……すべて[の 文化]は 相互 に補完 しあって生の全体性 を表すのである。」 とい う1923年

のエル ンス ト・トレルチの言説がその例である。([]は 翻訳書による。)

⑥ この 「自己陶冶の概念 は、 ドイツの学問〈ヴィッセンシャフト〉概念 に深 い影響 を与 え

た。」「研究に生産的に従事 することによって通常人 は陶冶〈ビル ドゥング〉されるはずだ と

いう共通 の信念」「学問くヴィッセンシャフ ト〉は世界観〈ヴェル トアンシャウウング〉……を生

み出すべ きだ…… との命題」「真理 の探求は総合 的洞察や道徳的確信、あるいは個人的知

識や叡知 のような ものに導いて くれ る」 とい う考えな どを生 じ、他方で 「実用的 ・経験的

な知識 を理論上艇価する」伝統 とも繋が っている。

⑦前記百科事典 の定義にある教養の 「精神 と人格の豊 かさ」 は、「一連 の正規のテクス

トとして明細化 しうる不朽の伝統 によって彼が受動的に 『満たされて』い るのを想像 した

とき」 にしか特定化できず、「『超個人的な ものか ら受け取 られた内容』 と、精神の事前の

『予示』 とのあいだに 『予定 された調和』が成立する」か否かはきわめて神秘的な差異で

ある。 このような調和 を主観的 に完成 した者が教養人であるとされた ところに、教養概念

が 「社会的環境の変容に ともなって 『イデオロギー的』様相 を帯 び」ていった原因があ

る。

⑧結局、1920年 頃には、 ドイツ大学共同体内部では 「中等教育は、予め 『教養財』 を吸

収す るよう定められた人々に、 ご く自然 にそれを 『利用で きるようにすること』であるべ

きだというのが、総合的な仮定」 となるに至った。

マシュー ・アーノル ドの教養概念

次に、 リンガーは、「英語 による 『教養〈カルチャー〉』の定義 の中でおそ ら くもっ とも

影響力の大 きいものが含 まれている」 もの として、1869年 に刊行 された 『教養 と無秩序』

におけるマシュー ・アーノル ドの次の定式化 を示 している。

「教養 とは、われわれの関心 をもっとも惹 く一切 の事柄に関 して、 これ まで世界

で考 えられ言われてきた最高の ものを知 ることによって、 また、われわれが現在忠

実にしかし機械的に従っている既存 の観念や習慣 に、 この知識を通 して新鮮で自由

12一



教養論の今日的意義と教養の概念

な思想の流れ を向 けることによって、われわれの全面的完成 を追求すること[で あ

る]。」([]内 は翻訳書)(注20)。

リンガー は、 この アーノル ドの教養culture概 念 が前記 の20世 紀初頭 ドイ ツの教養

Biltung概 念 とは異なる特徴 として、①典拠か らの感情移入的同一化や価値 の吸収 にはな

く典拠 における考 えの認識 を強調 してい ること、②伝統的な信念や慣習の批判的解明 を提

起 していること、③教養の共同体的 ・普遍的な性格 を強調 し 「この世 で考 えられ知 られた

最高の ものをいたるところで流通 させ」すべての人間が 「観念 に拘束 され るのでな くそれ

によって養われ るようにな るように努 める」 ことを理念 としている ことなどを挙 げてい

る。 しか し彼 は、① アーノル ドの教養概念 は、 ドイツの教養 と同様、「最高の もの」 を具

現化 した典拠 との関係 による 「全面的完成」へ向 けての人格全体 の変革 を目的 としていた

こと、② アーノル ドは 「教養は国家の理念 を提唱する。…確固たる国家権力の基盤、…そ

のような基盤はわれわれの最良の 自己の中 にあると、教養は示唆す る」 と述べ、国家権力

に対 して労働者階級 の抵抗 を抑圧するよう求 めていた ことを指摘 し、19世 紀後半のイギ リ

ス的教養 も国家権力 と親和的であった と見 られ るとしてい る(注21)。

(4)わ が国 「教養」概念の形成 と筒井清忠氏の実証的所説

『広辞 苑』の1998年 第5版 は
、「教 養」の語 につ い て 「②[cultureイ ギ リス・フ ラ ン

ス:Bildungド イツ][哲]単 なる学殖 ・多識 とは異な り、一定の文化理想 を体得 し、※そ

れ によって個人が身 につけた創造的 な理解力や知識。」 と記述 している。

勝 田守一氏 は、 この 『広辞 苑』第5版 に比 して、[]内 が[Culture:Bildung]、 教

養の定義 に関する上記引用の※印以下が 「それ に準 じてあ らゆる個人的精神能力の統一的

創造的発達 を身 につけてい ること。」 とされていた1955年 の 『広辞苑』初版 やその他の字

引 を引照 し、1962年 当時、わが国の教養の語 について 「この語義 は、 ヨーロッパ語の系譜

を引 く訳語 なのだ」 と断 じている。 そして、明治以後、イギ リス上流紳士 の教養や ドイツ

古典哲学の文化概念 に照応 した教養 などヨーロッパの 「教養」 とい う思想が、日本の新 し

い知識階級 を内的な人間的価値 に目ざめさせ、内面的な価値 を表現するもの として移入 さ

れた こと、 それが大正期教養主義やムー ド化 ・低俗化 を伴 った ことな どを述べている(注

22)o

筒井清忠氏 は、 この ようなわが国 における教養概念の生成 に関 して、『日本型 「教養」

の運命』 においてその過程 を実証的 に示 している。その大略 は、次のようである。

明治末期、「立身出世」の困難化 ・閉塞化、青年層の関心 の 「国家」か ら 「個人」の問

題への移行等の弛緩状態 ・アノ ミー的状況の中で、青年層の 「堕落」や 「煩悶」が問題 に

され出 した とき、様々な手段 を通 して 「努力 して人格 を向上 ・完成 させ ること」 とい う
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「修養主義」が盛行 を極 めた
。 「教養」の理念 は、 この修養主義 が学歴エ リー トたちに担

われ、帝大や旧制高校 における欧米 の文化、 とりわけ新渡戸稲造や帝大講 師ケーベル らを

通 じての ドイツの ビル ドゥンクやイギ リスのカルチャーの概念の摂取 と結びついた もの と

して育 まれ、大正期 に修養主義か ら分離 してエ リー ト文化 として成立 し、戦前の学校制度

にも定着 した(注23)。

筒井氏 はその中で、わが国で最初 に 「教養」 とい う言葉 と理念 を 「修養」か ら自立 させ

て述 べた もの として、1917年 の和辻哲郎 の次の文章 を示 している(注24)。

「数千年来人類が築 いて きた多 くの精神的な宝 芸術
、哲学、宗教、歴史 に

よって、自らを教養す る、 そこに一切の芽の培養があ ります。……全的に生 きる生

活の力強さはそ こか ら生 まれ るのです。」

「『教養』 とはさまざまの精神の芽 を培養す ることです。…… これはやがて人格

の教養 にな ります。 そうして、その人が 『真にあるはずの所へ』その人 を連れて行

きます。」(「すべての芽 を培 え」『中央公論』1917年4月 号)

そして、筒井氏 も示す ように、以上 のような教養概念の形成 の影響の下 に、大正7年12

月に高等学校令が改正 された。従来、同令第1条 は 「高等学校ハ専門学科 ヲ教授スル トコ

ロ トス但 シ帝国大学二入学 スル者ノタメ予科 ヲ設 クル コ トヲ得」 となっていたが、「高等

学校ハ男子 ノ高等普通教育 ヲ完成 スル ヲ以テ目的 トシ特二国民道徳 ノ充実二力ムヘキモノ

トス」 と改め られた。「高等普通教育 の完成」 とい う方向性 がはっき りと打ち出 されたの

である。 それにともなって 「文科」 に 「地理」、「数学」、「自然科学」、「哲学概説」 という

新 しい科 目が設 けられた。 また、大正7年 の大学令 において も、大学 の目的 として、従来

の 「国家二須要ナル学術 ノ理論及応用 ヲ教授 シ並其 ノ慈奥 ヲ攻究 スル」 という規定 に 「人

格ノ陶冶及国家思想 ノ酒養」が追加 された。 「人格の陶冶」が高等教育 の国家政策 レベル

の 目標 として宣明 されたのである(注25)。

要す るに、わが国の教養概念 は、明治期 に成立 した修養主義 を土壌 としなが ら、わが国

の学歴エ リー ト養成 の理念 として、西欧の教養、 とりわ け ドイツの教養(Bildung)及 び

イギ リスの教養(culture)の 理念 を摂取 して大正期 にその基礎が形成 されたのであ る。

筒井氏 によるこのような教養概念 の形成過程の実証研究及び同氏主導の邦訳 による前記

ブリッツ ・リンガーの 『知の歴史社会学』のわが国への紹介は、貴重な もの と思われる。

その筒井氏 は、「教養」 を 「文化の享受 を通 しての人格 の完成」 と定義 している(注26)。

大正期 に成立 した教養の概念 としては、 この定義 はおそら く的確であろう。

しか し、筒井氏が今 日にお ける自身の教養の概念規定 としてこれを採用 しているのは納

得で きない。

なぜ なら、 リンガー も示 しているとお り、西欧エ リー トの教養概念の要素 としての 「人

格の完成」は、「超個人的 なものか ら受 け取 られた内容」 と精神 の事前の 「予示」 とのあ
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いだに成立する 「予定された調和」を主観的 に完成 した者が教養人である とい う教養概念

のイデオロギー性や 「人格発展の目的論的イメージ」 と結合 してお り、結局、教養の育成

は予め 『教養財』 を吸収するよう定められた人々に、ごく自然にそれを 『利用できるよう

にすること』であるべ きだ という教養の特権性 に結びついてお り、批判克服するべきもの

だからである。

まとめに代 えて

一 教養の概念とその要因としての知識一

以上 を踏 まえて、い くつかの中間的なまとめを次に述べてお く。

「教養」については
、上述の先行研究 を踏 まえて、次のように考える。

端的に言って、教養の本質は、文化の学習による人間性 と人格の向上 にある。

文化 内容 は多様で、かつ、それぞれの領域 で何が最良であるか も一概 には決 められな

い。 けれ ども、広 く時代 と社会を見渡 してその時代、その社会 における一人の人間 として

のあり方、生 き方を向上させたい と願 い、学問や技芸 を学ぶ ことによって知識や技能、情

操、徳性 など様々な人間性を高め、それが一人の人間 としての総合的なあり方、すなわち

人格の向上に結びつ くとき、そこに教養が生ず る。

このような概念は、ギリシャ以来の伝統 を経て成立 した近代西欧アカデ ミズムのカルチ

ャーや ビル ドゥンク概念 を摂取 して大正期 日本で形成 された 「教養」概念か ら抽出しうる

概念であ り、その限 りで一定の普遍性 をもった概念である。

付言すると、近代のイギ リスや ドイツで形成されたカルチャーやビル ドゥンクという教

養概念は、「最高の もの」 を具現化 した典拠 との関係 における 「全面的完成」 に向けて人

格 を予定調和的 に形成するという人格の 「完成」概念 とエ リー ト育成性 を色濃 く含んでい

た(本 稿(二)の(3)で 叙述のF・ リンガーの批判、参照。)。その基底 にはルネサ ンスの

「神の完全」や神の 「全能
」に向か う人間のイメージ(本 稿(二)の(1)の ⑥、同(2)の ②

に叙述の勝田氏所説、沼田氏所説)の 影響が強 くあった と見 られ る。 そのような西欧的教

養概念 を摂取 して形成 されたわが国大正期 「教養」概念 もその強い影響 を受 けてお り、

「完成」概念 とエ リー ト性 を多分 に含んでいた と見 られる
。 しか し、今 日において戦後日

本の民主主義や一般教養、普通教育 を踏 まえて 「教養」を考 えるとき、そのような人格 の

「完成」や 「神の完全
」及びエ リー ト育成 という性質や傾向は捨象するべ きもの と考 えら

れ る。

次 に、「教養の全面性」ない しは 「全面発達」は、人々の人間的価値志向の全面性、す

なわち、価値あるとされ る人間的諸特質 をで きる限 り全面的に身につけたいと人々の欲求

ないし要求の全面性 によるもの と考 える。

一15



教養論の今日的意義と教養の概念

また、「教養の普遍性」 は、各人が求 める人間的価値 に共通性が ある、人間 としての普

遍性 を有 しているという、教養の有 する人間的価値内容 の普遍性であると考 える。

各人が求める人間的価値に普遍人間的共通性がある とすれば、 その限 りで人間はそれを

基礎 として互いに理解 し認めあ うことがで きる。「真の教養が人々を結 びつ ける」 と言わ

れ るのはそのことであると考 える。

教養 は、対象 に対 する人間の行動 に直結 した個々の知識や技能、学力 な どとい うより

は、それらが個人の うちで統合 されて人格の内的な資質や傾向性 を形成 している ものであ

る。

なお、本稿で見て きたいずれの 「教養」概念において も、知識 はそれに必須の要因 を成

している。パイデイアの理念 にお ける 「学問全体への知識」、百科全書派の 「人間的解放

を可能にする合理的知識」、20世 紀初頭 ドイツの教養概念 における客観的な文化価値 の理

解、ジンメルの 「一人 の人間 に とって可能 なすべての知識」、 アーノル ドの 「これ まで世

界で考 えられ言われてきた最高の ものを知 ること」、和辻哲郎の言 う 「数千年来人類 が築

いてきた多 くの精神的な宝 芸術、哲学、宗教、歴史」、わが国旧制高等学校文科 にお

ける地理、数学、 自然科学、哲学概説な どである。

それゆえ、念のために述べれば、本稿(一)の(5)で 述べた鈴木氏、関口氏 の知識内容 の

共通性否定の教養論 は、失当 と言 うべきである。

注

(注1)「 現代における教育 と法」1966年 ・岩波講座 『現代法』第8巻 所収(堀 尾著 『現代教育の思想 と構

造』1971年 ・岩波書店に再録 ・328-331頁。)「三 教育内容普通教育の とらえなお し」における叙

述である。後述する共通内容教育軽視の諸教養論 も少なからず、この一文の影響を受けている。

(注2)北 の先進国が 「持続可能な開発」の立場に立つとして も、南の発展途上国はなおかつ北の従前の

環境開発の枠組みが もたらしてきた責任を追及する姿勢を示してお り、環境問題への対応は南北

問題と相侯って深刻である。例えば、下記を参照。

「『ブルントラント・レポー ト』によれば、環境破壊の脅威に対する有効な対抗手段は、現在の

環境開発の枠組みの中で も充分見出す ことができると仮定 している。…そして、事実、これは北

の先進国が一般的に持っている考え方である。しかし…南の発展途上国 としては、基本的には持

続性と相容れない経済開発の形態や開発手段 をとってきて、これらの問題を引き起 こしたことに

対 して、北がその責任を認めることを要求 している」(L・E・サスカインド著 ・吉岡康光訳 『環境

外交 国家エゴを超 えて』96年 ・日本経済評論社、31頁)。

(注3)こ の点に関 して、拙著 『現代 日本の学校改革』2000年6月 ・清風堂書店刊、特に第1、2、5章

を参照 されたい。なお、1998年 ・日本教育政策学会第5回 大会におけるプ リン ト刷 り研究発表

「中央教育審議会第一次答申の検討一その教育改革原理 と教育内容改定方針について」(400字 詰

め原稿用紙約90枚)も 参照されたい。

(注4)柏 書房発行 「講座 ・学校』第1巻 『学校 とは何か』(奥平康照 ・堀尾輝久共編1995年)第2章 「学

校論の転換」。引用は①54頁、②58頁 。

この奥平説に対しては、96年9月 、拙稿 「学校教育の改革 と共通教育一奥平康照氏の 『学校論
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の転換』批判」を発表 した(民 主教育研究所編 「人間 と教育』第11号 ・労働旬報社、初出。前掲

拙著 『現代日本の学校改革』に第3章 として再掲)。 その要点は、次のとおりである。

①学校での既定の学習内容を厳選縮約 して子 どもたちにゆとりをもたらし、一方的画一的な既

成内容の一斉学習が支配的な状態か ら、子どもたちが自ら学び、自ら考える教育へと学校の基調

の転換を図ることは、我が国教育改革の重要課題である。この点では、子 ども各個人の興味 ・関

心、問題意識、課題意識等に基づいてその自主的自律的な学習を指導するとともに、子 どもたち

の学習の相互の交流や協同、共同を組織し指導し援助するというフレネ教育の特長を大いに摂取

すべきであり、その限りで奥平氏所論に異存はない。(但 し、下線部に関して、その後の拙著にお

いて、同じ表現の中教審96年 教育改革答申の考え方に対 して、批判的観点をもって対処すべきこ

とを明確にした。拙著 『現代日本の学校改革』2000年6月 ・清風堂書店刊、87・88頁 。)

② しかし、根本問題は、現代社会の中で尊厳に値する人 として生きてゆくのに必要な学力や教

養をすべての子どもたちにどう育成するかである。今 日の臨教審 ・中教審 「教育改革」の基本に

ある 「個性重視の原則」は、それぞれに個別差異的特徴はあるが普遍的人間性には欠けた孤立競

争主義的人間の育成を目指すものである。このような 「教育改革」の現状 と動向を批判克服して、

現代社会で人 としての尊厳を有する生活主体 としての人を育てるためには、憲法や教育基本法、

子どもの権利条約の謳 う普遍的な人間的価値 に基づいて、教育によって、実際生活に必要不可欠

な基礎的学力をすべての個人が習得できるようにするとともに、一定の基礎的教養を等 しく育て

ることが必要である。

③ この観点から見ると、奥平氏所説は、次のように批判することができる。

1)奥 平氏所説は、問題設定そのものが、学校その ものの存在意義を根本から否定する学校否

定論又はそれに近似の諸説に依拠 している。

2)普 遍的文化の継承発展創造を拒絶することを容認している。

3)普 遍的人間的発達過程 に準拠するような教育過程は成立 し得ないものであるかのように見

なしてその成立を追求することを放棄している。

4)社 会公認の価値や教養一般の成立やその創造発展の追求を放棄している。

5)学 校否定論によっては学校改革 ・教育改革は論 じ得ないので、学校否定論ではなく学校改

革論に位置づけることができるフレネやフレイレ等の理論と実践に依って 「対話と協同 ・共同を

基本 とする新 しい教育 ・学習の形 と場が求められている」というが、このように上記1)の 学校

否定論から立論の基調の転換することを説明し得る論理の一貫性が見られない。

6)フ レネやフレイレは、むしろ共通教養や共通教育内容の必要性を認めており、彼らの実践

や理論からは 「共通教育内容の廃止」を導 きだすことはできない。奥平氏は彼 らの実践や理論の

一部だけを恣意的に援用 していると言わざるを得ない
。

以上の奥平説批判に、 ここで一点追加しておく。

同氏が 「学校論の転換」を説 きながら、その中で憲法、教育基本法、学校教育法に対する評価

を基本的に明確にしていないことも、根本的な欠陥である。なぜなら、これらの法は、少なくと

も建前上、現行教育制度の根幹を成すものであり、建前 どお りではなくてもわが国の学校のあり

方を基本的に規定しているものであって、このような法制度の評価を抜きにした学校教育の改革

はあり得ないからである。

(注5)① 「共通教養コモンカルチャー論」の再考に向けて」・民主教育研究所編集 『人間 と教育』第3

号 ・1994年9月 ・労働旬報社、52頁。② 「岐路に立つ国民共通教養」・柏書房講座学校第1巻 『学

校 とは何か』第5章 、1995年12月 、160頁 。 この外、同氏 「文化 としての共通教養問題」・教育科学

研究会 ・小島昌夫 ・鈴木聡編 『高校教育のアイデンティティ』1996年8月 ・国土社、83、84頁 も

参照。この鈴木説は前記堀尾氏所説の影響を直接に受けたものである。
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(注6)引 用 は、① 関 口 「科 学 は 共 通 教 養 た り得 るか 一 中等 教 育 に お け る教 育 内容 と教 養概 念 をめ ぐ る問

題 」・前 掲 『高 校 教 育 の ア イ デ ンテ ィ テ ィ』所 収 。130頁 。 ② 同前136頁 。③ 関 口 「高校 に お け る教

育 内 容 の共 通 性 の 問題 」・ 『教 育 』1996年12月 号 ・国土 社 、18頁 。

なお 、 関 口 説 や 鈴 木 説 は、奥 平 説 と同様 、 わ が 国現 状 の評 価 及 び 共 通 教 養 教 育 ・共 通 内容 教 育

の 今後 の あ り方 へ の 構 想 と関 わ っ て 出 て きて い るの で 、 これ らへ の批 判 は 次号 以 降 で 改 め て 展 開

す るつ も りで あ る。 こ こで は問 題 の 所 在 を明 らか に す る た め に必 要 最 小 限度 で所 論 の 要 点 を示 す

に止 め た。

(注7)雑 誌 『教 育 』1962年1月 以 降 の連 載 を1964年 単 行 本 と して 国土 社 か ら刊 行 。 同社 刊 『勝 田守 一 著

作 集6』 に再 録 。 本稿 の出 典 は後 者 。第4章 は同 書198-240頁 。

(注8)前 掲 書 、203・204頁 。 なお 、勝 田 は、 ル ビ ン シ ュテ イ ンの 『存 在 と意 識 』 に お け る 「人 格 とは 各

個 人 の 内的 条 件 の総 体 」 とい う説 に した が っ て、 「(豊か な)内 的 条件 」 とい う言 葉 で 「人 格 」 を

指 して い る。

(注9)前 掲 書 、①198頁 、②224頁 、③236頁 、 ④209頁 、⑤223頁 、⑥223頁 、⑦224頁 、 ⑧207・208頁 、⑨

228頁 。

(注10)ラ ン ジ ュバ ン 『科 学 教育 論 』(竹 内良 知 、 新 村 猛 訳 ・明 治 図 書 ・1961年)所 収1931年 の講 演 「物 理

学 諸 部 門 の教 育 の 一 般教 養 に関 す る寄 与 」133.134頁 、及 び、 同 書 所 収1944年12月 の 「教 育 改 革 委

員 会 」 にお け る報 告 「教 養 と人 文 科 学 」158頁 。

(注11)勝 田 ・前掲 書225頁 。()書 き は勝 田氏 に よ る。

(注12)増 渕 幸 男氏 ら との 共 著 『教 養 の 復 権 』東 信 堂 ・1996年 の第3章 。()書 きは沼 田氏 に よ る。

(注13)前 掲 書117頁 。

(注14)前 掲 書120頁 。

(注15)前 掲 書120-124頁 。 鈴 木 引 用 は 『禅 と日本文 化 』 岩 波 書店 ・1974年 、56-57頁 。

(注16)前 掲 書134頁 、135頁 。

(注17)前 掲 書172頁 、173頁 。

(注18)筒 井 清 忠 他訳 、 名 古 屋 大学 出版 会 ・1996年 。 原 著;FIELDSOFKNOWLEZ)GEFrenchaca-

demiccultureincomparativeperspective1890-1920,1992,CambridgeUniversityPress。 引用

は(A)94頁 、(B)94・95頁 。 ジ ンメ ル の原 典 は、GeorgSimme1,PhilosophischeKultuye,Leibzig,

1911,p.2480

(注19)前 掲 書 、① ～ ④95～96頁 、⑤96～98頁 、⑥98・99頁 、 ⑦100・101頁 、⑧104頁 。

(注20)リ ンガ ー ・前 掲 書104頁 。 川 田周 雄 訳 「教 養 と無 秩 序 」 『世 界 大 思 想 全 集 ・哲 学 文 芸 思 想 篇』 第24

巻 ・1960年 ・河 出 書 房新 社 、103頁 。

(注21)リ ンガ ー 前注 頁 。

(注22)前 掲 『勝 田守 一 著 作 集6』203-207頁 。

(注23)筒 井 清 忠 『日本 型 教 養 の運 命 』1995年 ・岩 波 書店 、 第1章 及 び第3章 。

(注24)前 掲 書89頁 。

(注25)筒 井 前 掲 書91・92頁 。

(注26)前 掲 書3頁 、84頁 。

(補注)本 文 で は取 り上 げ な か っ た が、 日本 的 伝 統 の 中 に位 置 づ けて 教 養 を論 じて い る阿 部 謹 也 氏 の 所 説

に つ い て特 に補 足 して お く。

阿 部 謹 也 氏 の 『「教 養 」 とは何 か』(1997年 ・講 談 社)に お け る所 論 の 要 旨 は、 次 の とお りで あ

る。

① いわ ゆ る 「教 養 」 は、西 欧 にお い て12世 紀 頃 、 都市 が成 立 し 「職 業 選 択 の 可 能 性 」 が 開 か れ 、

「いか に生 き るか 」 とい う問 い が 実 質 的 な意 味 を もつ よ うに な っ と ころ に始 まっ た
。 そ の よ うな
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「教養」は、古典を含む読書の結果 としての知識や判断力と結びつけて考えられてきた。しかし、

それは 「個人的教養」に過ぎない。

「『自分が社会の中でどのような位置にあり、社会のために何ができるかを知っている状態、あ

るいはそれを知ろうと努力している状況』を 『教養』があるというのである。」

② 「私たちは明治以来西欧的個人にあこがれ、西欧的自我に憧憬 を抱いてきた。……。しか し

我が国には 『世間』が生きていた。そのために私たちは 『世間』の中に原始的な生の規範を閉 じ

こめ、そこでのみ無理のない人間関係を維持 しようとしてきたのである。しかし全世界が西欧化

してゆくζの時代の中ではそのような生 き方には大きな歪みが残った。それが建前 と本音の問題

をも生んだのである。西欧の近代的個人の限界は明 らかにな りつつある。しか し私たちはいまだ

に近代的個人以外に展望がもてずにいる。『世間』 という枠組みを分析 し、自分たちの生活の空間

を客観的に対象化していないためである。」

③ 「一人一人の人間の尊厳は自分一人では守ることはできない。集団の中でのみ守 られるので

ある。一人一人の人間が完全に教養ある人になりきることもできない。……。彼は他の人々の中

でのみ教養人た りうるのであって、集団的教養の中でのみ教養人になれるのである。個人の教養

と集団の教養はそのような教養人が生まれて初めて一致するのであって、それはおそらく 『『世

間』 という枠が対象化されたとき、初めて生まれる可能性がでてくるであろう。」

④ 「(『世間』は)人 間が織 りなす關係の社会であった。国家機構 との直接の関係 をもたず、そ

の下部機構 になったこともないために、『世間』は人々が生活を見るときの基礎 となり、誰 もが

『世間』 という言葉でそれぞれの視角でその時々の世の中を見ていたのである。

『世間』は人々の生活の枠組みであり、人々の世界観でもあった。生活の基準でもあったので

ある。『世間』には目に見える標識 もなく、堅い仲間意識があったわけでもない。 しかし特定の自

然環境 の中で醸成 されてきた共通感覚があ(っ た)'・・…。その 『世間』からの逸脱はその地域 と

いう場から脱出することを意味 し、人々は自分の 『世間』の中にいるときは心安 らかだったので

ある。そこを離れるとたちまち不安におそわれたのである。」

「『世間』が対象化され、客観的に分析 しうるようになるとすれば、『世間』を変 え、それを通

して社会や制度 を変えて行 く道は開けて くるであろう。」

⑤ 「教養があるということは最終的にはこのような 『世間』の中で 『世間』を変 えてゆく位置

にたち、何 らかの制度や権威によることな く、自らの生 き方 を通 じて周囲の人々に自然に働 きか

けてゆくことができる人のことをいう。これまでの教養は個人単位であり、個人が自己の完成を

願 うという形になっていた。しかし、『世間』の中では個人一人の完成はあり得ないのである。個

人は学を修め、社会の中で自己の位置を知 り、その上で 『世間』の中で自分の役割 をもたなけれ

ばならないのである。」(引 用は、①52-56頁 、②173.174頁 、③175頁 、④178-180頁 、⑤180頁)

以上のような阿部氏の所論は、『世間』に関する限り説得力がある。

しかし、その 「教養」論には、次のような点に牽強付会が感じられる。

[1]「完全に教養ある人」(上記③)と か、「個人の教養 と集団の教養の一致」(③)、 個人単位

にせよ、「世間」の中においてにせよ 「自己の完成」 とか、「個人一人の完成」(⑤)な どは、そも

そもあり得ないことなのであって、あ り得るのは 「ますます教養ある個人になりゆ く」 という過

程であり、「個人の教養 と集団の教養との相互影響 ・相乗作用」の過程であり、「『世間』の中での

個人一人の成長 ・発達」の過程である。

[2]そ れゆえ、個人が 「集団的教養の中でのみ教養人になり得 る」 という表現は、集団的教養

の低い水準を打ち破るような個人のあり方を否定 しかねない悪しき集団主義を感じさせる。

[3]阿 部氏が 『世間』を対象化 し客観的に分析 しようとするその手法自体が西欧的個人主義に

則ったや り方なのではないか。教養や教養人の形成は、各人が自己をとりまく各様の 『世間』そ
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れそれの対象化 ・分析を行なったのちにはじめて可能 になるのであろうか。むしろ、各様の 『世

間』 を対象化 し分析しそれを変革 し得る能力 ・資質の基礎を与えるものこそ 「教養」なのだと考

えられる。

[4]そ うだ とすれば、阿部氏の 「教養」論は、「我が国では 『世間』 というものの存在を考慮

し対象化 し分析 しつつ、『世間』の中で教養の形成 とその発揮を追求するべきだ」というもの とし

てまとめられ、それ以上には現代 日本に求められる 「教養」の特質 を解明してはいないように思

われるのである。

(補注2)本 稿校正中の2000年12月26日 、中教審が本稿(一)の(4)で 述べた教養教育 についての 「審議の

まとめ」を公表 した。その 「おわりに」では、これまでの 「教育改革」の検証及びそれを踏 まえ

た具体的な方策は省庁再編に応 じて再編 される中教審 に持ち越す としているが、次に最小限の紙

幅でこの 「審議のまとめ」を論評しておく。

①教養概念等に関する基本的な考 え方に関して、「我々や我々の形作 る社会が現在どのような地

点に立 っているのかを見極めた上で、今後 どのような目標に向かって進むべきかを考え、目標の

実現のために主体的に行動 してい くことが必要であり、その原動力 こそ新しい時代に求められる

『教養』である」、「人 として社会の中で生きていくためには、それぞれの時代で必要 とされ、身

に付けなければならない核 となる要素があったし、現在 もそうである」、「新しい時代における教

養教育は……自立 した個人 として自らより良い生き方を実現 しようとする意志 と、そのために必

要な知識、判断力や行動力などの実践的な能力をすべての人 に培 うことを目指していかなければ

ならない」などと述べていること、② 「初等中等教育段階においては、国民 として共通に身に付

けるべき基礎 ・基本を確実に習得することが不可欠である」と述べていることは、もっぱら 「自

由化」「個性化」を主眼 としてきた従来の政府主導の 「教育改革」を実質的に修正するものであり

首肯できる。③ しかし、現代社会の認識、時代認識に関して、本稿(一)の(1)、(2)で 述べたよ

うな核兵器廃絶 ・平和実現、貧困の解消 ・貧富の格差是正、南北問題の克服などの観点は明確で

ない。④ また、「基礎 ・基本」は 「まとめ」が言う内容で良いのか、その 「徹底」を先行させ次に

「自ら学び、自ら考える力の育成」、「豊かな人間性の基盤づ くり」という順序構造で良いのか、

疑問がもたれる。⑤さらに、高等教育 と接続する教養教育のあ り方は生涯学習の機会の拡大如何

によるところが大きいが、後者についてはその基本も示 しておらず、課題を残している。

2000年12月1日
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